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第１０５号議案

豊川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を

定める条例の制定について

豊川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る条例を次のように定めるものとする。

平成２４年１１月３０日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を

定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）第１３条第１項の規定に基づき、市が設置する

都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定めるものとする。

（園路及び広場）

第２条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１

８年政令第３７９号）第３条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合

は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、９０センチメートル以上

とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）を併設すること。
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エ その他規則で定める基準

⑵ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、１８０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さ

を車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、５０メートル以内ごとに

車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を１２０セ

ンチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ その他規則で定める基準

⑶ 階段（その踊場を含む。）は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、この限りでない。

ウ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

エ その他規則で定める基準

⑷ 前３号に掲げるもののほか、規則で定める基準

（休憩所及び管理事務所）

第３条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する休憩所を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合する

ものでなければならない。

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、８０センチメートル以上

とすることができる。この場合においても、直接地上へ通ずる出入口の
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うち１以上のものの幅は、９０センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。

エ その他規則で定める基準

⑵ 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「

休憩所を設ける場合は、そのうち１以上」とあるのは、「管理事務所」と読

み替えるものとする。

（駐車場）

第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する駐車場を設ける場合は、そのうち１以上に、規則で定める数以上の車椅

子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を設けなければならない。

ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのもの

を除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。

２ 前項の駐車施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならな

い。

（便所）

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

⑴ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

⑵ 男子用小便器を設ける場合は、１以上の高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造を有する小便器として規則で定めるものが出入口の付近に設

けられていること。

⑶ 前号の規定により設けられる小便器には、周囲に手すりが設けられてい

ること。

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

便所を設ける場合は、そのうち１以上は、前項各号に掲げる基準のほか、次
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に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

⑴ 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高

齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられている

こと。

⑵ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

３ 前項第１号の便房が設けられた便所及び同号の便房並びに同項第２号の便

所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

（掲示板）

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

⑴ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

⑵ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別することができるものである

こと。

（標識）

第７条 前条の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する標識について準用する。

２ 第２条から前条（前項において準用する場合を含む。）までに定める基準

及び次条の規定により規則で定める基準に適合する特定公園施設の配置を表

示した標識を設ける場合は、そのうち１以上は、第２条に定める基準に適合

する園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

（委任）

第８条 第２条から前条までに定めるもののほか、移動等円滑化のために必要

な特定公園施設の設置に関する基準については、規則で定める。

（一時使用目的の特定公園施設）

第９条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例

の規定によらないことができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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理 由

この案を提出するのは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、市が設置する都市公

園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る必要があるからである。


